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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３１年１月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（係船浮標） 

発生日時 平成３０年１月１３日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区５８番係船浮標 

名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位００９°２海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３５°０２.５′ 東経１３６°４８.５′） 

事故の概要 漁船太
たい

平
へい

丸Ⅱは、係留地に向けて北進中、係船浮標に衝突した。 

太平丸Ⅱは、船長及び甲板員が負傷し、船首部の破口等を生じ、係

船浮標は、本体側面に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 太平丸Ⅱ、１.８トン 

 ＡＣ３－２９２５２（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.９２ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８４.６kＷ、平成３年８月 

第２４３－２２５９３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  平成１６年１２月１５日 

    免許証交付日 平成２６年１０月１日 

（平成３１年１２月１４日まで有効） 

甲板員 女性 ５４歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 重傷 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 本船 船首部に破口、左舷船首部に亀裂 

係船浮標 本体側面に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、平成３０年１月１３日２

０時００分ごろ、名古屋港高潮防波堤鍋田堤付近の漁場で、え
・

む
・

し
・

漁

（し
・

ゃ
・

こ
・

などの釣り餌をとる漁）を終えたのち、同堤東端北方沖で釣
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りを行い、２０時２０分ごろ愛知県飛島
とびしま

村所在の筏
いかだ

川
がわ

船だまり内の

係留地に向け、法定灯火を表示して手動操舵で帰途についた。 

 本船は、船長が操舵室内右舷側の椅子に腰を掛けて操船に当たり、

甲板員が左舷側の椅子に腰を掛け、名古屋港飛島ふ頭西灯浮標西方沖

で、船首を第１貯木場南側の潜堤がある入口付近に設置されている黄

色灯浮標（以下「入口灯浮標」という。）の灯光の少し右に向け、約

１６ノットの対地速力で北進した。 

船長は、時折、前路から視線を外し、甲板員の方を向いて会話をし

ながら舵を操作していたところ、名古屋港第４区の飛島ふ頭と弥富
や と み

ふ

頭との間（以下「本件海域」という。）に設置された８基の係船浮標

のうち、東側３基の一番南の５７番係船浮標の影を右舷船首方に認め

た。 

船長は、ふだんのように、一旦入口灯浮標の西へ向けるつもりであ

ったが、前路から視線を外して甲板員の方を向き、会話を続けながら

右舵を取った。 

本船は、２０時３０分ごろ、船長が前路に視線を戻したとき、船首

部が東側３基の南から２番目の５８番係船浮標（以下「本件浮標」と

いう。）に衝突した。 

 船長及び甲板員は、衝撃により、船長が操舵輪に胸部を、また、甲

板員が前面の台に顔面をそれぞれ打ち付けたのち、床に倒れた。 

船長は、機関を中立運転とし、携帯電話で１１９番に連絡して救急

車を要請するとともに第１貯木場にある通船の乗り場に向かうことを

告げ、その後、本船を操船して同乗り場に着桟させた。 

 船長及び甲板員は、通船の乗り場に着いた後、到着していた救急車

で病院に搬送され、船長が胸骨骨折、甲板員が上顎歯槽骨骨折などと

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船右舷側、写真２ 操舵

室内前面の状況、写真３ 船首部の損傷状況、写真４ 本件浮標の

損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、２３歳ごろから、夜間を含めて何度も本件海域を操船した

経験を有していた。 

船長は、本件海域に灯火設備のない係船浮標８基が存在することを

知っており、ふだん、夜間に沖合から係留地に向かう際は、名古屋港

飛島ふ頭西灯浮標の灯光に向けて北東進し、その後、入口灯浮標の灯

光を目標にして一旦入口灯浮標の西方へ向けたのち、入口灯浮標に接

近するに従って右舵をとりながらその東方を北上するようにしてい

た。 

８基の係船浮標は、灯火設備がなかったが、付近のふ頭の照明灯

で、接近すれば夜間でも同浮標の影を認めることができた。 

船長は、本船がレーダーやＧＰＳプロッターなどを装備していなか
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ったものの、ふだんから夜間に係留地に向けて北進する際は、入口灯

浮標の灯光が、その手前に設置されている係船浮標によって隠れるこ

とがないように針路をとれば安全に航行できると考えていた。 

船長は、本事故当時、前路に他船の表示する灯火を認めなかったこ

とに安心し、甲板員と会話をしながら、時折、前路から視線を外して

舵を取り、その後、予定針路に向けたと思って前路の入口灯浮標との

位置関係を確認していなかったので、ふだんよりも針路を右に向け、

本件浮標に向かう状況であることに気付いていなかったと本事故後に

思った。 

本件浮標は、本体上部の外周の直径が４.２ｍで、３方向に向けて

長さ５０ｍの錨鎖と６トンの錨で固定された重さ８トンの沈
ちん

錘
すい

に、長

さ１７.７ｍの鎖でつなげられていた。 

入口灯浮標は、光達距離４.５km、４秒１閃
せん

光
こう

の黄色の光源を有し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、名古屋港第４区を北進中、船長が、予定針路に向いている

と思い、前路から視線を外して甲板員との会話に意識を向け、本件浮

標に向かう状況であることに気付かずに北進を続けたことから、衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港第４区を北進中、船長が、予定

針路に向いていると思い、前路から視線を外して甲板員との会話に意

識を向け、本件浮標に向かう状況であることに気付かずに北進を続け

たため、衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・経験が豊富で、慣れた海域であっても、前路に障害物が点在する

海域を航行する場合は、前路から視線を外したり、同乗者との会

話に意識を向けたりすることなく、常時操船に集中すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船右舷側         写真２ 操舵室内前面の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真４ 本件浮標の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋港管理組合提供 


